
今後の鉛製給水管の解消に向けた対応方針

①立入検査による計画策定の指導 ②鉛製給水管に関する広報強化

⑤布設替えに関する手引きの改定 ⑥家屋の建替え時等の鉛管更新

鉛製給水管が残存しているにも関
わらず、「布設替え計画がない」又
は「検討中」の水道事業者を立入検
査の対象。水道事業者への指導を
強化。

鉛製給水管の
留意事項をとり
まとめた広報ビ
ラを作成。
国のHPでの
公表や全国の
水道事業者へ
周知し広報強
化。

③残存件数や推移の見える化

鉛製給水
管の残存
件数等を
マップや、
残存件数
推移をグラ
フとし、国
のHPで公
表。

④鉛管の利用を停止した年度を公表

「鉛製給水管の利用を停止した年
度」をリスト化し、国のHPで公表。

環境省及び国立環境研究所と連携し、
有識者の検討会で審議のうえ手引きを
改定（令和８年度中）。

全国の水道事業者（簡易水道を含
む）や水道工事関係団体等へ家屋建
替えのタイミングを捉えた鉛製給水管
の更新について要請

上下水道審議官G水道事業課

住宅局水道事業者
水道工事
関係団体

依頼等

※今後、計画策定状況について都道府県毎の公表を検討



鉛製給水管の解消に向けたロードマップ及び目標

令和８年度
令和７年度

対応
１～３月１０～１２月７～９月４～６月

①立入検査による計画策定の指導

②鉛製給水管に関する広報強化

③残存件数や推移の見える化

④鉛管の利用を停止した年度を公表

⑤布設替えに関する手引きの改定

⑥家屋の建替え時等の鉛管更新

〇鉛製給水管解消に向けた令和１０年までの目標値

立入検査（実施中）

関係局との調整

注意喚起ビラの作成

実態調査

〇鉛製給水管の解消に向けたロードマップ

令和10年度末現状（令和６年３月)項目

１００％３５％鉛製給水管が残存している水道事業者における更新計画の策定率

１５万件／年度※2
１０．６万件

（直近５年平均値）
鉛製給水管残存件数の年度毎の解消件数※1

関係局へ依頼

有識者検討会
環境省との調整

改定・周知

公表・周知

水道関係の全国会議等での周知、
更新（1回/年）

立入検査検査対象の検討

公表・周知
MAP、推移グラフ作成

公表・周知

水道関係の全国会議等での周知

水道関係の全国会議等での周知

検査対象の検討

水道関係者との調整

水道関係者への公表・周知

※２ 今後のフォローアップの状況を踏まえ、公道部と宅内部を切り分けて目標設定とすることや、目標値の引き上げについて検討

※１ 防災・安全交付金において、配水管等の耐震化（基幹事業）と一体となって実施することで被害の大幅な軽減に資する給水管の
耐震化（鉛製給水管を耐震管へ取替）等については、効果促進事業の対象となり得る
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鉛製給水管の解消には、水道事業者により率先した取組がなされることが重要。
国は水道法第３９条第１項に基づき、水道事業者に対し立入検査を実施。
今年度より、鉛製給水管が残存しているにも関わらず布設替え計画がない又は
検討中の者を、立入検査対象。
国として、布設替え計画を策定していない水道事業者に対する指導を強化。

①水道法に基づく立入検査による計画策定の指導

１．立入検査の実施対象候補

① 鉛製給水管が残存しているにも関わらず、布設替え計画
がない又は検討中の事業者

② 水道法第22条の４第1項に基づく水道施設の計画的な更
新が十分できていない事業者

③ 上下水道耐震化計画を策定していない事業者
④ 地震対策マニュアルを策定していない事業者

⑤ 令和６年度の全国調査において、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡを一
度も検査していない事業者（全量受水の事業者は除く。）。
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②鉛製給水管に関する広報強化

鉛製給水管の使用により鉛濃度の水質基準を超過するおそれがあることや、使用時に暴露量を減ら
すための対応、所有者が自ら鉛製給水管であるかを知りたいときの確認方法等をとりまとめた広報
ビラを作成。
国土交通省から水道事業者に対し、広報ビラの窓口設置、HP公表、住民への個別配布等を依頼。



③都道府県毎の残存件数や推移の見える化

各都道府県における鉛製給水管の残存状況を、簡便に把握できることが重要
鉛製給水管の残存件数をMAP化し、国のHPへ掲載し、毎年更新。

残存件数

１０００件未満

１０００件以上１万件未満

１万件以上５万件未満

５万件以上１０万件未満

１０万件以上２０万件未満

２０万件以上

都道府県別の鉛製給水管の残存件数（令和5年度末）

※出典：令和5年度水道統計 5



H22年度における鉛製給水管の残存件数を基準とし、各都道府県の減少推移をグ
ラフ化し、国のHPへ掲載し、毎年更新。

※H22年度時点の件数差が大きいため、件数が近い都道府県でグループ分け、推移を比較・検証可能

③都道府県毎の残存件数や推移の見える化

都道府県名グループ

神奈川県、京都府、大阪府
兵庫県、福岡県

A

宮城県、群馬県、新潟県
石川県、静岡県、香川県

B

岩手県、茨城県、千葉県
奈良県、山口県、宮崎県

C

山形県、富山県、長野県
和歌山県、広島県、大分県

D

東京都、福井県、三重県
岡山県、佐賀県、鹿児島県

E

福島県、埼玉県、山梨県
高知県、長崎県、熊本県

F

秋田県、愛知県、滋賀県
鳥取県、徳島県、愛媛県

G

北海道、青森県、栃木県
岐阜県、島根県、沖縄県

H

※出典：平成22年度～令和5年度水道統計 6

残存
件数
大

残存
件数
小
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④鉛製給水管を使用した最終年度をHP公表

個人が、家屋の築年数より、鉛製給水管の使用可能性を把握できることが重要。
全国の水道事業者へ「鉛製給水管の利用を停止した年度」を調査中。
今後、結果をリスト化し、国のHPに掲載。

備考
鉛製給水管の
利用を停止した年度

事業名称事業者名都道府県

1980年●●水道事業●●市●●県

1981年△△水道事業△△市●●県

1980年◇水道事業◇市◇県

未調査不明△水道事業△市◇県

使用履歴なしー□水道事業□市□県

〇調査結果リスト化（案）

※実際のリストはExcelにて作成
※鉛製給水管の利用を停止した時期を、現在調査中



⑤鉛製給水管布設替えに関する手引きの改定

〇平成２４年３月 鉛製給水管布設替えに関する手引き

鉛製給水管の解消には、水道事業者により率先した取組がなされることが重要。
平成24年３月に「鉛製給水管布設替えに関する手引き」を策定。
今後、環境省及び国立環境研究所と連携しながら、有識者検討会で審議のうえ手引きを
改定。
水道事業者の取組や残存件数の多い要因等を調査中であり解析結果を反映。
水道事業者の鉛製給水管の解消に向けた取組を技術的支援。
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○改定内容（案）
• 水道法改正について
• 食品安全委員会の鉛評価書（R3.6）
• 布設替え技術や、給水管の管種等の更新

• 水道事業者の実施している鉛製給水管の解消に向
けた促進方策等の更新（公道部の対応を含める）

• 実態調査の結果、残存率の高い要因

• 環境省及び国立環境研究所が検討している鉛製給
水管からの鉛曝露低減対策（残存件数把握等）

• 残存件数が不明である水道事業者の考え方

「鉛製給水管布設替えに関する手引き」の掲載箇所
https://www.mlit.go.jp/common/830002200.pdf
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⑥家屋建替え時等の鉛製給水管の更新等について周知

全国の水道事業者（簡易水道を含む）や水道工事関係団体等へ家屋建替えの
タイミングを捉えた鉛製給水管の更新について要請
住宅局へ、関係団体に対し、家屋建替え時等に鉛製給水管を別配管で設計・
更新する必要性等の情報提供を依頼

上下水道審議官G水道事業課

住宅局全国の水道事業者
（簡易水道を含む）

通知

水道工事
関係団体

「鉛製給水管の解消に向け
た対応方針」のとりまとめ

指定給水装置工事事業者
に対し、家屋建替え時等に
鉛製給水管を別配管へ更
新する指導を行うこと

給水装置工事の申請者の
理解を得たうえで、家屋建
替え時等に鉛製給水管を
別配管で設計・更新するこ
とへの協力依頼

依頼

関係団体に対し、家
屋建替え時等に鉛製
給水管を別配管で設
計・更新する必要性等
について情報提供

依頼


